
12
月
定
例
会
で
は
3
会
派
が
大
綱
質
疑
、

1
人
が
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

大
綱
質
疑
・

質
疑
Check！Check！

三
条
市
職
員
の
旅
費
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
1
号条

例
制
定
に
よ
り
、三
条
市
の
職
員
の

旅
費
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
か
。

上
限
付
き
実
費
支
給
方
式
と
な
る
。実

際
の
行
程
に
即
し
た
実
費
の
支
給
と
な

る
た
め
、宿
泊
費
の
ほ
か
交
通
費
や
日
当
の

見
直
し
な
ど
も
行
う
こ
と
か
ら
、旅
行
先
や

移
動
経
路
に
よ
っ
て
支
給
額
が
変
動
す
る
。

旅
費
の
支
給
が
多
く
な
る
場
合
も
あ
れ
ば
少

な
く
な
る
場
合
も
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

三
条
市
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

議
第
2
号市

で
は
一
時
預
か
り
制
度
を
運
用
し
て

い
る
。ど
の
よ
う
に
す
み
分
け
、共
存
さ

せ
て
い
く
の
か
。

一
時
預
か
り
事
業
が
保
護
者
の
立
場
か

ら
の
必
要
性
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
は
、

保
護
者
の
た
め
に
預
か
る
だ
け
で
は
な
く
、

家
庭
に
い
る
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
さ
ま
ざ

ま
な
経
験
を
通
じ
て
子
ど
も
が
成
長
し
て
い

く
よ
う
に
子
ど
も
の
育
ち
を
応
援
す
る
こ
と

が
主
目
的
の
制
度
で
あ
る
。そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
基
づ
き
、し
っ
か
り
実
施
す
る
。

来
年
度
全
国
の
自
治
体
で
始
ま
る
、い

わ
ゆ
る
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
の
条

例
制
定
だ
が
、利
用
で
き
る
子
ど
も
と
そ
の

保
護
者
の
条
件
、利
用
料
と
利
用
時
間
は
ど

う
か
。対

象
乳
幼
児
は
、生
後
６
カ
月
か
ら
満

３
歳
未
満
ま
で
の
未
就
園
児
。保
護
者

の
就
労
等
の
条
件
は
な
い
。利
用
料
は
１
時

間
３
０
０
円
、利
用
可
能
時
間
は
月
10
時
間

で
あ
る
。

三
条
市
諸
橋
轍
次
博
士
奨
学

金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第

10
号大

学
生
等
奨
学
金
で
は
他
の
団
体
の
併

給
を
認
め
な
い
の
に
、海
外
留
学
奨
学

金
で
は
併
給
を
認
め
る
の
か
。

給
付
型
で
あ
る
本
奨
学
金
は
、留
学
先

で
の
住
ま
い
探
し
や
、入
学
手
続
き
等

の
た
め
の
渡
航
費
用
な
ど
、準
備
費
用
も
助

成
す
る
た
め
、他
の
団
体
や
機
関
の
併
給
を

認
め
て
い
る
。

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

議
第

12
〜
29
号

持
続
可
能
な
指
定
管
理
者
制
度
に
し
て

い
く
た
め
に
は
、賃
金
ス
ラ
イ
ド
等
の
対

策
が
必
要
で
は
な
い
か
。

昨
今
の
賃
金
上
昇
の
状
況
等
を
踏
ま
え

る
と
、当
市
に
お
い
て
も
検
討
が
必
要

な
も
の
と
考
え
て
い
る
。他
市
の
状
況
も
注

視
し
て
い
く
。八

木
ヶ
鼻
温
泉
保
養
交
流
施

設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

議
第

17
号い

い
湯
ら
て
い
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
事
業

に
つ
い
て
は
、令
和
７
年
12
月
に
補
正

予
算
の
提
出
、令
和
８
年
に
プ★
ロ
ポ
ー
ザ
ル

と
基
本
設
計
、令
和
９
年
に
実
施
設
計
と
工

事
着
手
、令
和
10
年
に
工
事
完
了
と
オ
ー
プ

ン
と
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
示
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、今
定
例
会
に
補
正
予
算
の
提
出

は
な
く
、い
ま
だ
に
サ★
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場

調
査
を
実
施
し
て
い
る
の
で
、だ
い
ぶ
遅
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。そ
の
よ
う
な
状
況
で
指

定
管
理
期
間
を
２
年
間
と
し
た
理
由
、ま
た

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
伺
う
。

道
の
駅
漢
学
の
里
し
た
だ
の
機
能
を
い

い
湯
ら
て
い
に
移
転
し
て
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
、指
定
管
理
の
一
本
化
を
検
討
し
て
い
る

た
め
、同
道
の
駅
の
指
定
管
理
期
間
と
終
期

を
合
わ
せ
て
２
年
間
と
し
た
。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、７
月
の
サ
ウ

ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場
調
査
を
踏
ま
え
た
基
本

計
画
素
案
の
一
部
変
更
お
よ
び
国
の
補
助
金

の
申
請
時
期
等
に
鑑
み
、予
算
の
提
出
時
期

を
修
正
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
、プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
は
若
干
遅
れ

る
が
、設
計
、施
工
等
は
以
前
か
ら
変
更
は
な

い
。

三
条
市
総
合
運
動
公
園
市
民

球
場
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
改
修
工

事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

議
第

33
号当

初
予
算
で
市
民
球
場
ス
コ
ア
ボ
ー
ド

改
修
事
業
は
出
て
い
た
が
、メ
イ
ン
ス
コ

ア
ボ
ー
ド
の
フ
ル
カ
ラ
ー
Ｌ
Ｅ
Ｄ
パ
ネ
ル
表

示
な
ど
、過
大
で
は
と
思
え
る
仕
様
に
な
っ
て

い
る
。こ
の
仕
様
に
な
っ
た
理
由
は
何
か
。

現
在
の
市
民
球
場
の
ス
コ
ア
ボ
ー
ド

は
、磁
気
反
転
方
式
で
、部
品
の
製
造
が

中
止
と
な
り
、故
障
時
に
メ
ー
カ
ー
の
対
応

が
で
き
な
い
。現
在
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
方
式
が
主
流

で
あ
る
こ
と
か
ら
、選
択
し
た
。一
般
的
な
年

間
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
、電
気
料
20
万
円

程
度
、保
守
管
理
費
用
１
０
０
万
円
程
度
と

試
算
し
て
い
る
。

令
和
７
年
度

三
条
市
一
般
会
計
補
正
予
算

議
第

34
号ふ

る
さ
と
三
条
応
援
寄
附
金
に
つ
い

て
、令
和
７
年
10
月
か
ら
ふ
る
さ
と
納

議 案 賛 否 一 覧 ○：議案に対して賛成 ×：議案に対して反対

会 派 名
（下段は所属議員数）

議 案

清

風

会

自
由
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

公
明
党
議
員
団

無

所

属

議

決

結

果区分 番 号 件 名 概 要 審査した
委員会 9 7 3 2 1

予

算

議第35号
令和７年度三条市国民健康
保険事業特別会計補正予
算

国の補助金を活用し子ども・子育て支援金徴収のためのシステム改修を行うほ
か、人事院勧告等を考慮した給与改定等に伴う職員人件費の調整、令和５年度
および６年度の療養給付実績等による県交付金の償還金、令和６年度決算に伴
う剰余金等の国民健康保険事業財政調整基金への積立金を措置するもの
補正額       4,834万3,000円
補正後の額   80億5,484万3,000円

市民福祉 
常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第36号 令和７年度三条市後期高齢
者医療特別会計補正予算

国の補助金を活用し、令和８年４月から始まる子ども・子育て支援金の徴収に対
応するため、システム改修を行うもの
補正額       439万7,000円
補正後の額   15億730万9,000円

市民福祉 
常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第37号 令和７年度三条市介護保険
事業特別会計補正予算

国の補助金を活用し、令和７年度の税制改正および年金額改定に伴う介護保険
料の算定等に対応するため、システム改修を行うもの
補正額          215万6,000円
補正後の額 109億2,981万8,000円

市民福祉 
常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第38号 令和７年度三条市一般会計
補正予算

市民栄誉賞表彰の被表彰者に報償金を贈呈するほか、生活圏に出没する熊の捕
獲に要する経費や熊対策に係るスクールバスの臨時運行期間の延長に要する経
費について、必要な予算措置を行うもの
補正額         2,102万8,000円
補正後の額 564億5,141万円

総務文教 
常任委員会
経済建設 
常任委員会

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第39号 令和７年度三条市一般会計
補正予算

県の補助金を活用して行う生活困窮世帯に対する灯油購入費の助成に要する経
費について、必要な予算措置を行うもの
補正額          4,523万3,000円
補正後の額 564億9,664万3,000円

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

人

事
諮第１号 人権擁護委員候補者の推

薦について

人権擁護委員西山厚子さん、原泰雄さん、郷睦美さん、後藤美智子さんおよび島
田聖一さんは、令和８年３月31日に任期満了することとなるので、その後任委員
候補者として西山厚子さん、原泰雄さん、後藤美智子さん、島田聖一さんおよび
渡辺健さんを推薦するもの
任期：３年

○ ○ ○ ○ ○ 同意

〔議員発案〕
決

議
議員発案

第１号

★１級市道大浦山手線（道
心坂区間）の整備促進を求
める決議

１級市道大浦山手線（道心坂区間）の整備促進を求めるため決議するもの ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

条

例
議員発案

第２号
三条市議会議員定数条例
の一部改正について 本市議会の議員定数を22人から21人に改め、次の一般選挙から施行するもの

投票採決
（無記名投票）
賛成：  9票
反対：12票

否決

意
見
書

議員発案
第３号

新潟水俣病全被害者の救
済と問題解決に向けた取組
を求める意見書の提出につ
いて

新たな救済制度を確立するとともに、阿賀野川流域住民の健康被害調査を早急
に実施するよう、被害者団体と協議することを要望する意見書を提出するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働
大臣、環境大臣

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議員発案
第４号

物価上昇に見合う老齢基礎
年金等の支給額改善と年金
の毎月支給を求める意見書
の提出について

老齢基礎年金等の支給額を早急に改善するとともに、年金の支給を隔月から毎
月に変更するよう要望する意見書を提出するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

〔請 願〕

請

願

請 願
第16号

新潟水俣病全被害者の救
済と問題解決に向けた取組
に関する請願

新たな救済制度を確立するとともに、阿賀野川流域住民の健康被害調査を早急
に実施するよう、被害者団体と協議することを要望する意見書の提出を求めるも
の

市民福祉 
常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 採択

請 願
第17号

物価上昇に見合う老齢基礎
年金等の支給額改善を求め
る請願

老齢基礎年金等の支給額を早急に改善するとともに、年金の支給を隔月から毎
月に変更するよう要望する意見書の提出を求めるもの

市民福祉 
常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 採択

会 派 所 属 議 員 ※○：会派の代表者

清 風 会
○西川重則 山田富義 岡田竜一
酒井 健 馬場博文 白鳥 賢
岡本康佑 西村邦明 竹山嘉一

自 由 ク ラ ブ
○阿部銀次郎 佐藤和雄 武石栄二
森山 昭 野嵜久雄 藤家貴之
内山信一

日本共産党議員団 ○小林 誠 坂井良永 武藤元美

公 明 党 議 員 団 ○燕 幸男 笹川信子

無 所 属 長橋一弘

本会議最終日 採決の様子本会議最終日 採決の様子

★ １級市道 市道の中でも主要な幹線道路のこと豆ちしき★ プロポーザル 自治体などが発注先を選ぶ際に、提案書などの提出を求め、最も優れた提案をした事業者を優先交渉権者として
 選定する方式

豆ちしき

★ サウンディング型市場調査 民間事業者との意見交換等を通し、事業に対してさまざまなアイデアや意見を把握する調査豆ちしき5 4




